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(57)【要約】
【課題】本発明は、パネルに取り付けられ用いられる支
柱が、作業の邪魔になるような突出物となる場合は取り
外し可能としたキャビネットの構造を提供することを目
的としている。
【解決手段】本発明に係るキャビネットの構造は、パネ
ル２の四隅には、カバー４を支持するための支柱６が着
脱自在に取り付けられ、カバー４は支柱６に対向するよ
うにコーナー部に切り欠き１３を形成し、切り欠き１３
の端部にはカバー４の端部をスライド挿入可能な溝を設
けたことを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平面状のパネルに機器を取り付け、前記パネルの前面を側面を形成したカバーにより施
蓋して成るキャビネットの構造であって、前記パネルの四隅には、前記カバーを支持する
ための支柱が着脱自在に取り付けられ、前記カバーは前記支柱に対向するようにコーナー
部に切り欠きを形成し、該切り欠きの端部には前記カバーの端部をスライド挿入溝を可能
な溝を設けたことを特徴とするキャビネットの構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、平面状のパネルに機器を取り付け、パネルの前面を側面を形成したカバーに
より施蓋して成るキャビネットの構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、平面状のパネル３１に機器３２を取り付け、パネル３１の前面を側面３３を形成
したカバー３４により施蓋して成るキャビネット３５は、スペーサと呼ばれる長いねじ３
６をパネル３１の裏面から差し込み装着し、パネル３１にカバー３４をセットしてからカ
バー３４はねじ３７で締め付け固定していた。
【非特許文献１】カワムララックカタログＮｏ．１０　２００６年６月１日発行
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら上記従来技術におけるキャビネットの構造では、パネルの前面にスペーサ
が立設されるため、キャビネットに納められた機器の保守作業をする際、邪魔になり作業
効率が低下していた。スペーサはパネルの裏面から取り付けられているため、パネルが壁
面に固定された状態では取り外すこともできない。
【０００４】
　カバーは箱状に構成され、その際、コーナーの接合部分は溶接仕上げにより、端部を露
出させないようにしていた。そのため、作業に手間もかかり製造コストがあがる要因とな
っていた。
【０００５】
　カバーもねじ止めにより固定されているため、カバーの着脱にはドライバー等の工具が
必要であった。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そこで本発明は、作業の邪魔になるような突出物は取り外し可能としたキャビネットの
構造を提供することを目的とし、その構造は、パネルの四隅には、カバーを支持するため
の支柱が着脱自在に取り付けられ、カバーは支柱に対向するようにコーナー部に切り欠き
を形成し、切り欠きの端部にはカバーの端部をスライド挿入可能な溝を設けたことを特徴
とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係るキャビネットの構造は、パネルの四隅には、カバーを支持するための支柱
が着脱自在に取り付けられ、カバーは支柱に対向するようにコーナー部に切り欠きを形成
し、切り欠きの端部にはカバーの端部をスライド挿入可能な溝を設けたため、支柱がパネ
ルの四隅に立設され、作業の邪魔になる場合には、パネルが壁面に取り付けられている状
態でも着脱自在である。また、支柱がカバーのコーナー部分となり、従来のように溶接仕
上げの必要がなくなり安価にキャビネットを提供することができる。また、カバーの着脱
に、ドライバー等の工具も不要であり、作業性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
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【０００８】
　本発明に係るキャビネットの構造は、キャビネットのパネルへ機器を取り付けたり、設
置後の機器の保守に関わる作業がしやすいように構成するという目的を、最小の部品点数
で、安価に実現した。
【実施例１】
【０００９】
　本発明に係るキャビネットの構造の実施例を図１～図４の添付図面に基いて説明する。
【００１０】
　本発明に係るキャビネット１の構造は、電気機器や通信機器等を配置する平面状のパネ
ル２とそのパネル２を覆う、側面３を形成したカバー４とから構成される。カバー４の側
面３には入出線用の開口を設けることもある。
【００１１】
　パネル２の四隅にはパネル２を壁面に取り付けるための壁面取り付け穴５と支柱６の取
り付け穴７とを設ける。支柱６はパネル２のコーナー部分に対向する取り付け部８を形成
し、取り付け部８の端部には支柱部９を形成している。支柱部９の側端部には溝１０を設
けている。溝１０は、カバー４側から壁面側に向かってだんだん深く設けられている。支
柱６の取り付け部８は肉厚に構成し、パネル２の壁面取り付け穴５に対向する位置にねじ
受け部１１を、パネル２に設けられた取り付け穴７に対向する位置に取り付け孔１２を設
けている。
【００１２】
　支柱６は、取り付け孔１２をパネル２に設けられた取り付け穴７に対向させ、取り付け
孔１２と取り付け穴７に取り付けねじ（図示せず）を挿通し締め付け、支柱６をパネル２
に固定する。パネル２を、支柱６を取り付けた状態で壁面に取り付けるには、支柱６のね
じ受け部１１とパネル２の壁面取り付け穴５とに固定ねじ（図示せず）を挿通し、支柱６
は固定ねじで取り付け部８をはさむようにしてパネル２に取り付けられる。固定ねじを締
め付けるときにかかる力でパネル２が変形するのを、取り付け部８により補強される。支
柱６はパネル２が壁面に取り付けらた状態でも、取り付けねじを外し、固定ねじを緩める
ことでパネル２から取り外すことができる。キャビネット１の内部に収納した機器の配線
等の作業の際、支柱６が手に当たるなど邪魔になる場合には、取り外し作業スペースを確
保することができる。
【００１３】
　カバー４は側面３を設け、箱状に形成している。コーナー部には支柱６に対向させて切
り欠き１３を設け、切り欠き１３のエッジ１４部分に任意の数、任意の位置に凸部１５を
設ける。支柱６の溝１０には凸部１５に対向する位置に凹部（図示せず）を形成し、カバ
ー４を支柱６に嵌合したときに、容易に外れないような構造となっている。カバー４の取
り付けの際には支柱６を手で横方向へ押し広げながら挿入し、凸部１５と凹部とを嵌合さ
せる。さらに、溝１０には勾配が付し、そのため容易には抜け落ちたり外れたりしないよ
うになっている。
【００１４】
　カバー４のコーナー部分は支柱６が覆うため、見栄えが良い上、従来行っていたコーナ
ーの接合部を溶接する作業が不要になり作業性が向上する。
【産業上の利用可能性】
【００１５】
　本発明に係るキャビネットの構造は、着脱自在の支柱をパネルに取り付け、支柱の設け
た溝にカバーのエッジを嵌合させ、エッジや溝に設けた凸部や凹部を係止させることでパ
ネルにカバーを取り付けるため、カバーの着脱にはドライバー等の工具が不要である。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明に係るキャビネットの構造を示す説明図である。
【図２】本発明に係るキャビネットの取り付け動作を示す説明図である。
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【図３】本発明に係るキャビネットの取り付け動作を示す説明図である。
【図４】本発明に係るキャビネットの支柱を示す説明図である。
【図５】従来のキャビネットの取り付け構造を示す説明図である。
【符号の説明】
【００１７】
　１　　キャビネット
　２　　パネル
　３　　側面
　４　　カバー
　５　　壁面取り付け穴
　６　　支柱
　７　　取り付け穴
　８　　取り付け部
　９　　支柱部
　１０　溝
　１１　ねじ受け部
　１２　取り付け孔
　１３　切り欠き
　１４　エッジ
　１５　凸部

【図１】 【図２】
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